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大島紬次世代普及推進事業（令和８年度地域振興推進事業） 

業 務 委 託 に 係 る 企 画 コ ン ペ テ ィ シ ョ ン 実 施 要 領 

 

１ 趣旨 

この事業は、鹿児島県大島支庁（以下「大島支庁」という。）との委託契約

により、「大島紬の認知度・ブランドの向上」に向け、若年層を対象にプロモ

ーションを実施するものです。 

※ 事業の実施を希望する団体等は、大島支庁に事業の企画を提案します。

提案があった事業の中から、企画提案競技（企画コンペ）により、業者を

選定します。 

 

２ 委託業務の内容 

(1) 名称 

大島紬次世代普及推進事業（令和８年度地域振興推進事業）業務委託 

(2) 業務内容 

別添「大島紬次世代普及推進事業（令和８年度地域振興推進事業）業務委

託企画提案仕様書」のとおり 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和９年３月31日（水）まで 

(4) 契約額 

選定された提案者の提案内容を踏まえ、予定価格を決定の上、見積徴収を

行い決定する。 

(5) 予定する委託料（予算額） 

3,422千円以内（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

３ 応募資格 

業務の実施に必要な能力を有する者で、次に掲げるすべての要件を満たす

者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しな

い者であること。 

(2) 鹿児島県から指名停止措置を受けている者ではないこと。  

(3) 経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に基づ

き更生手続き開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）

第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、 

手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、鹿児島県が経営不振の

状態を脱したと認めた場合を除く。）にない者であること。 

(4) 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している者ではない

こと。 

また、次ア～カのいずれかに該当する者でないこと。  

ア 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）

第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

イ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以
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下同じ。）又は暴力団員等を利用している者。 

ウ 暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わ

ず、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与

するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者。 

エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者  

オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするため

にこれらを利用している者 

カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて、応募しようとする者 

(5) 都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(6) 鹿児島県との連絡調整が可能であり、緊急時には迅速な対応が可能であ

ること。 

(7) 委託業務の実施に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂

行することが可能であること。 

(8) 政治団体、宗教上の組織若しくは団体、その他知事が適当でないと判断す

るものを除く。 

 

４ 企画提案内容 

別表１に留意し、以下の業務内容等について提案すること。 

(1) 事業に対する考え方 

(2) 本場奄美大島紬着用モデルの募集及び広報・調査  

(3) 広告利用素材撮影及びプロモーション 

(4) 事業実施体制 

(5) 事業スケジュール 

※ 提案にあたって、事業の目的に沿い、効果的と思われる取組がある場合

は、予算の範囲内で追加提案しても良い。 

 

５ スケジュール 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

企 画 募 集 開 始 

質 問 受 付 期 限 

質 問 回 答 

参 加 申 込 書 提 出 期 限 

企画提案書等提出期限 

業 者 選 定 結 果 通 知 

契 約 締 結 

令和８年６月15日（月） 

６月25日（木） 

７月２日（木）頃 

７月９日（木）午後５時まで 

７月16日（木）午後５時まで 

７月下旬（予定） 

８月（予定） 

※ 事前説明会は実施しない。 

※ 提出書類は全て午後５時必着とする。 

 

６ 企画コンペの手順等 

(1) 質問及び回答手順 

ア 質問の受付 

本業務に関する質問がある場合は、質問書（様式第１号）により、末尾

「11 書類提出先」に電子メールで提出すること。また、電話で受領確認

を行うこと。 
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イ 回答方法 

上記期日までに、県ホームページにおいて公表する。 

(2) 参加申込手順 

参加者は、企画提案参加申込書（様式第２号）を末尾「11 書類提出先」

に電子メールで提出すること。また、電話で受領確認を行うこと。 

【提出期限】令和８年７月９日（木）午後５時 

(3) 応募手順及び提出書類 

ア 大島支庁総務企画課から、申込のあった参加者へ提出書類データのア

ップロード先ＵＲＬをメールで送付する。 

イ  参加者は次に示す提出書類一式をひとつのＰＤＦファイルにまとめ

て、上記アで指示されたＵＲＬに１部アップロードする。なお、アップロ

ードするＰＤＦファイルの名称は「R8大島紬次世代普及推進事業応募書

類(提出事業者名)」とすること。また、電話で受領確認を行うこと。 

【提出期限】令和８年７月16日（木）午後５時 

【提出書類】 

①応募書 様式第３号 

② 企 画 提 案

書 

様式任意。原則としてＡ４サイズとする（着色可）。レイ

アウトは縦長、横長、その混合いずれでもよいが、読みや

すい向きで揃えること。 

③ 参 考 見 積

書 

様式任意。本事業の仕様書及び企画提案書等に記載した内

容を踏まえ、業務を実施するために必要な全ての経費を計

上し、積算内訳も明示すること。 

なお、見積額は上記２－(5)予定する委託料（予算額）を

上限とする。 

※ 正式な見積については、審査の結果を踏まえ、最も優

れた企画を提出した応募者に改めて依頼する。 

④ 応 募 資 格

誓約書 

様式第４号 

⑤誓約書・役

員等名簿 

様式第５号。鹿児島県警本部に照会するために使用する。 

鹿児島県「役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入

札参加資格者名簿」に登載されている場合は、提出する必

要はない。 

⑥会社概要、

類 似 案 件

の実績表 

様式第６号。会社組織図を添付すること。また、定款又は

規約等会社の概要が記載された既存資料 (パンフレット)

等があれば添付すること。 

⑦その他 これまでの実績やアピールしたい資料があれば併せて提

出してもよい。 
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 【資料提出のフロー図】 

 
 

 
 

【留意事項】 

一度提出した企画提案書等の差替え、再提出は原則として認めない。 

なお、鹿児島県が必要と認めるときは、追加の資料提出を求めることがある。 

 

７ 審査 

(1) 審査・選考の方法 

企画提案の審査は、委託業者の選定を行うために大島支庁及び本場奄美

大島紬協同組合で構成された選定委員会において行うものとし、プレゼン

テーションは行わず、提出された企画提案書等の内容について、審査する。 

総合的に評価して得られた総合評価点数の順に順位点（※）を付け、順位

点の総得点が最も高い事業者を最優秀提案者とする。 

※順位点:１位を(参加事業者数)点とし、順位が下がるごとに１点ずつ低い

点数を与える。 

(例：参加事業者数が10社の場合、１位：10点、２位：９点、…10位：１点) 

参
加
申
込
者 

大
島
支
庁
総
務
企
画
課 

（質問がある場合）質問書(様式第１号)提出

(６／25〆切) 

質問回答(HPに掲載)(７／２頃) 

参加申込書(様式第２号)提出(７／９〆切) 

データをアップロードするＵＲＬの送付 

提出書類のアップロード(７／１６〆切) 

①応募書 

②企画提案書 

③参考見積書 

⑤誓約書・役員等名簿 

⑥会社概要・類似案件の実績表 

⑦その他 

※ＰＤＦで一式にすること 

※編冊に当たっては、しおり又は中扉など

見やすくするための工夫をすること。 

※サイズは１００メガバイトまで 

④応募資格誓約書 
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(2) 審査・選考基準 

次の各号を元に、審査要領を別に定めるものとする。 

ア 事業の趣旨、内容に沿った提案となっているか。 

イ 提案内容について、実施体制・実施方法・その他必要な項目に係る提案

が具体的で実現可能性が高く、創意工夫をこらした優れた提案となって

いるか。 

ウ 確実に委託業務を遂行できる能力・体制を有しているか。  

エ 予算の範囲内において、適切に経費が見積もられているか。 

(3) 選考結果 

選考結果は、決定後速やかに全提案者に電子メールにて通知する。 

なお、審査結果の内容に対する異議申立は受け付けない。  

 

８ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 参加資格要件に該当しないことが判明した場合 

(2) 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合  

(3) 企画提案書等に虚偽の記載があった場合 

(4) 見積書記載の金額が契約上限金額を超えた場合 

(5) 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認めら

れる状態になった場合 

(6) 審査の公平を害する行為があった場合 

(7) その他企画提案にあたり、著しく信義に反する行為があった場合 

 

９ 契約予定者の決定方法 

(1) 契約の相手方 

審査会において上記により最優秀者となった者を委託候補者とし、詳細

な業務の内容や契約条件を定めた仕様書について鹿児島県と協議・合意し

た後に委託契約を締結する。 

(2) 次点の繰り上げ 

審査会から推薦された委託候補者が、正当な理由なく契約しないとき、協

議が整わなかったとき、参加要件を失ったとき、または提出書類に虚偽の記

載がされていたときは、その選定を取り消すとともに、選定委員会において

次点となった者と契約内容について協議を行った上で、契約を締結するも

のとする。 

 

10 その他 

(1) 提出書類の作成等、参加に要する費用は参加者の負担とする。  

(2) 提出された全ての書類等は返却しない。 

(3) 提出書類は審査を行う作業に必要な範囲において複製する場合がある。  

(4) 審査の過程や結果については、鹿児島県情報公開条例（平成12年条例第

113号）に基づき、不開示情報を除いて、情報公開の対象となる。 

(5) 提出書類の内容に、特許権など法律に基づいて保護される第三者の権利

が含まれる場合、その使用に関する全ての責任は参加者が負うものとする。 

(6) 関係法令に抵触しないよう事業を実施するとともに、業務上知り得た秘
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密を他に漏らしてはならないものとする。 

(7) 業務を実施するにあたっては、委託者と協議して進めていくものとし、提

案内容を全て実施することを保証するものではない。 

 

11 書類提出先 

〒894-8501 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3 

鹿児島県大島支庁総務企画課（商工観光係 担当：米澤） 

TEL：0997-57-7215 

E-mail：oosima-shoukan@pref.kagoshima.lg.jp 


